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１　第七次長野市行政改革大綱

平成30年１月策定（期間：平成30（2018）年度から令和４（2022）年度まで）

２　行政改革大綱実施計画

大綱に基づき、毎年度作成

３　令和３年度の改革項目

 基本方針

１ 行政サービスにおける連携・協働の推進

（１）市民等との連携・協働 ・・・・・３

（２）民間活力の活用 ・・・・・６

２ 効果的・効率的な行政運営の推進

（１）公共施設マネジメントの推進 ・・・・・７

（２）業務と職員数の最適化 ・・・・・８

（３）ＩＣＴの利活用 ・・・・・９

３ 持続可能な財政基盤の確立

（１）歳入確保への取組 項目) ・・・・・10

（２）歳出削減への取組 ・・・・・12

（３）効率的・計画的な財政運営 ・・・・・13

４ 人材の育成と組織体制の整備

（１）職員の意識改革・能力向上 ・・・・・14

（２）組織の活性化・最適化 ・・・・・15

項目)

特段終期設定を行わない”不断の取組”についても、行政改革大綱
の「主な取組」に直接的に関係する項目は原則掲載。
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第七次長野市行政改革大綱実施計画の改革項目　及び
令和３年度の取組状況について

　本市を取り巻く「人口減少と少子・高齢化の進行、厳しい財政状況」、「複雑・多様化
する地域課題と市民ニーズへの対応」、「公共施設及び行政組織の活性化・最適化」と
いった課題に対する目指す姿を示し、その実現に向け４つの基本方針を定め、行政サービ
スの単なる削減・縮小ではない将来を見据えた改革に取り組む。
　行政改革の取組の実施に当たっては、「市民目線」、「市民協働」、「コスト意識」、
「スピード感」及び「説明責任」の５つの視点を持って、行政改革に取り組む。

取組項目 改革項目数
小項目数
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４　令和３年度の取組状況

○評価の内訳

終期を設定する取組【評価実施】

Ａ 目標どおり （ ）

Ｂ 概ね目標どおり （ ）

Ｃ 努力を要する （ ）

‐ （ ）

終期を設定しない不断の取組【評価しない】 （ ）

　基本方針ごとの主な成果は、次のとおり。

【基本方針１】行政サービスにおける連携・協働の推進

【基本方針２】効果的・効率的な行政運営の推進

【基本方針３】持続可能な財政基盤の確立

【基本方針４】人材の育成と組織体制の整備

・住民自治協議会が継続して安定的な活動が行えるよう、長野市版都市内分権の流れを継
　承した「長野市都市内分権基本方針」を策定した。
・新型コロナウイルス感染症について、県全域に最大の警戒レベル（まん延防止等重点措
　置）が適用されたことに合わせ、指定管理施設所管課及び指定管理者が適切に対応を判
　断できるよう、施設で陽性反応者又は濃厚接触者が発生した場合の基本的な対処方針や
　感染拡大時における施設の開館継続判断の基準を示した。また、市が定める補償基準を
　新たに整理した。

・公共施設については、新たに長寿命化改修の予算枠を設け、学校・市営住宅・オリン
　ピック施設などの３か年の改修計画を作成し、次年度の対象事業を選定した。
・業務の効率化については、市役所全庁ネットワークパソコンからインターネットを閲覧
　できる環境を整備して事務の改善を図ったほか、職員が自宅のパソコンを活用してテレ
　ワークができる環境を整備した。また、ＡＩ－ＯＣＲとＲＰＡを組み合わせて２つの業
　務の手作業によるデータ入力作業を削減することができたほか、ＡＩ－ＯＣＲで申請書
　をデータ化し、業務フローの見直しとペーパーレス化を図ることができた。

・未収金縮減対策では、市税等の口座振替Ｗｅｂ申込サービス及びスマートフォンアプリ
　決済を導入し、納付手段を拡大した。
・市有施設の省エネルギー化では、デマンド監視装置の設置が効果的な施設を見直し、市
　有施設96箇所で運用した。令和２年度実績としては、装置導入前と比較して、電力使用
　量は約9パーセント、電力料金は約1,200万円削減された。

・女性職員の採用については、正規（事務）職員の40％以上を維持する目標数値に対し、
　56.1％を確保した。
・職員数の世代間の均衡を図るため、一定数の社会人を採用した。また、税、福祉、土木
　等の専門分野において、各分野ごとに情報共有やスキルアップなどを目的とした研修を
　実施した。

その他（外的要因等で評価できない） 0 項目 1 項目

14 項目 - 項目

15 項目 0 項目

1 項目 1 項目

　今年度は、終期を設定しない「不断の取組」を含む45項目の行政改革に取り組ん
だ。
　第七次長野市行政改革大綱の４年目であり、終期設定を行う改革項目のうち、
「目標どおり」「概ね目標どおり」が、ともに48.4％で、概ね順調に進めることが
できた。

区　　　分 改革項目 小項目

15 項目 2 項目
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第七次長野市行政改革大綱　実施計画項目一覧

１　行政サービスにおける連携・協働の推進

（１）市民等との連携・協働

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 持続可能な住民活動の定着を目
指した、住民自治協議会への支
援及び協働の推進

住民自治協議会が継続して安定的な活動が行えるよう、事
務局長等の雇用経費補助など事務局体制の確立・強化に
向けた支援や、「地域いきいき運営交付金」等住民自治協
議会の活動の原資となる財政的支援を行う。
また、住民自治協議会の活動が円滑に進むよう、地区活動
支援担当である支所長や地域きらめき隊員である支所長補
佐が、本庁の担当課との調整を行うなど、地区におけるまち
づくり活動に対し、自主性を踏まえながら必要な支援を行
う。

ながのまちづくり
活動支援事業へ
の応募を行った
住民自治協議会
の数

地域課題の解決
に向け、できるだ
け多くの住民自治
協議会において
事業実施を行っ
てもらう。

都市内分権審議会での審議等を経て、
「長野市版都市内分権」の流れを継承した
「長野市都市内分権基本方針」を策定し
た。
市からの依頼事務の見直しとして、必須・
選択事務の中で各地区の負担感が大きい
地域福祉推進事業をはじめとした18事務
について、各担当課と地域活動支援課で
協議を行い、一部事務を変更した。
協働のパートナーである住民自治協議会
活動の原資となる「地域いきいき交付金」
などの財政的支援、支所長や地域きらめ
き隊などの人的支援等、地区におけるまち
づくり活動に対し必要な支援を継続して実
施した。

Ａ 令和４年度から開始する「長野市都市内分権基
本方針」に基づき、分類別「持続可能な長野市
版都市内分権への目指す方向性」の実現に向
け主要施策に係る取組を行っていくことによっ
て、その基本理念にもある住民自治協議会の活
動が持続可能な住民活動となるよう、引き続き
「長野市版都市内分権」を推進していく。

地域活動支
援課

2 市民公益活動団体への支援と協
働の推進

市民公益活動団体の自立促進と組織力向上に向けた環境
整備と支援を行う。市民協働サポートセンターによる、市民
公益活動団体の育成、交流・連携など運営を充実させ支援
を図る。
「市民公益活動促進のための基本方針」に基づく各種施策
の推進等、制度や体制の充実を図る。

市と市民公益活
動団体等との協
働事業数

平成28年度に82
件の協働事業数
を令和３年度に
100件とする。

市民協働サポートセンターは、総合的な市
民公益活動団体の支援拠点として、団体
間の交流促進や団体育成に積極的に取り
組み、各種講座や交流会のオンライン開
催・ハイブリッド開催等によって、コロナ禍
においても協働・連携の機会を継続的に
創出した。また、まちづくり活動支援事業
では、市民公益活動団体に対して活動資
金の支援を行った。

Ｂ 様々な組織との連携・協働の機会を創出するた
め、市民協働サポートセンターの更なる利活用
を推進し、施設や事業内容の周知に取り組む。
また、市民公益活動における若者世代の参加を
促すため、「ながのまちづくり活動支援事業」の
見直しを図る。

地域活動支
援課

3 長野地域へのＵＪＩターン就職の
促進

東京圏在住の学生や転職・移住希望者などに長野地域の
企業の魅力などを伝えるためのマッチングイベントや合同就
職説明会などを民間企業等と企画、実施する。
国からの本事業に対しての交付金は平成30年度までとなっ
ており、事業の継続性を持たせて引き続きＵＪＩターン就職を
促進するための体制づくりを検討する。
（平成30年度に「長野地域若者就職促進協議会」を設立で
きたたことから、改革項目終了）

イベント参加者か
ら長野地域への
ＵJＩターン就職者
を生み出す

― ― ― ―

商工労働課

　市民、地域コミュニティ組織、ＮＰＯ、民間企業などによる市民・地域活動を促進し、多様な主体との連携・協働の取組を推進します。

　市民、地域コミュニティ組織、ＮＰＯ、民間企業など多様な主体とそれぞれの特性を活かしながら、相互に連携・協働して行政課題の解
決を推進します。
　市民ニーズの的確な把握や迅速で分かりやすい行政情報の提供により、市民が市政に参加できる機会を充実し、市民と行政との相互
理解を深めます。

Ｈ30 完了
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名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

4 空き家対策の推進 「空家等対策計画」に基づき、適正管理の促進や管理不全
の解消など５つの取組方針のもと、地域住民や各種専門家
団体等と連携し、空家等対策推進プロジェクトチームが中心
となり、空家等対策の様々な取組を積極的に進める。

管理不全空家等
の解消

計画の見直しを
行う令和３(2021)
年度まで、劣化度
の大きい管理不
全な空家等910棟
の行政指導等を
実施する。

管理不全な空き家に対し、Ｒ3年度末まで
に138件の行政指導を行い、さらに、倒壊
の危険性が高い1件に対し、空家法による
指導及び勧告を実施。苦情等により新た
に把握した19件について特定空家等の調
査を実施。「空き家解体・利活用補助金」
は、解体補助18件、利活用補助１件を実
施。専門家団体と連携した取組では、「空
き家ワンストップ相談会」を２回開催し、「空
家管理事業者登録・紹介制度」では、登録
36社について、ホームページ等で紹介。ま
た、空家等対策計画の過去３年間の取組
状況の検証・評価を行い、空家等対策協
議会や関係各課と調整を図り、計画の見
直しを行いR4.1計画を改正した。

Ａ 空家等対策計画（R4.1改正）に基づき、R8年度
末までに管理不全空家等除却等件数の目標を
250件、特定空家等除却件数の目標を150件を
達成するため、R4年度は管理不全空家等除却
等件数50件、特定空家等除却件数を30件を達
成する。また、老朽危険空き家解体事業補助金
の上限を２倍に拡充し、危険空家等の解消を図
るほか、年々増加してる所有者不明空家等解消
に向けた取組を検討する。

建築指導課

5 市が関与するバス等路線に関す
る「運行見直し基準」の策定と活
用

包括連携協定を締結している長野工業高等専門学校と協
働して基準（案）を策定し、長野市公共交通活性化・再生協
議会等の承認を得る。市が関与するバス等路線に基準を適
用し、運行方法の見直しが必要と思われる路線について、
地元の住民自治協議会等と協議し、経費の削減を視野に入
れつつ必要な移動需要に応えることで地域公共交通のサー
ビスレベルの向上を図る。
（平成30年度に「運行見直し基準」を策定したことから、改革
項目終了）

基準による運行方
法見直し路線

― ― ― ―

交通政策課

6 連携中枢都市圏構想の推進 本市と長野地域８市町村が１対１の連携協約を締結して、長
野地域スクラムビジョンに掲げる連携事業を実施する。
また、連携事業の成果指標達成に向けての取組を推進す
る。

長野地域スクラム
ビジョンに掲げる
基本目標の目標
値達成

令和３（2021）年
度から、第二期長
野地域スクラムビ
ジョンをスタートさ
せた。57の連携事
業を推進すること
で、令和７（2025）
年度までに基本
目標の各項目を
目標に向けて上
昇させる。

2015（平成27）年度から2020（令和２）年度
までの第１期スクラムビジョンの基本目標
の達成状況の検証と各事業の成果指標を
評価・検証した。また、令和３年度からは、
第二期スクラムビジョンをスタートさせ、57
事業について実施し、進捗状況を客観的
に評価・検証した。

Ｂ 「第二期長野地域スクラムビジョン」に掲げる連
携事業ごとに成果指標（ＫＰＩ）を客観的に評価・
検証し、事業を推進する。また、必要に応じて新
たな事業を追加する。

企画課

7 分かりやすい市政情報の提供と
市民の声を活かした市政運営

さまざまな広報媒体を積極的に活用し、分かりやすい市政
情報を提供する。
各種市民会議をはじめ、まちづくりアンケート、みどりのはが
き、パブリックコメントなどあらゆる機会を通じて市民ニーズを
把握し、市民の意見や要望を活用しながら市政を推進す
る。

アンケート調査に
よる市民が思う割
合

「市民の声が市政
に反映されてい
る」と市民が思う
割合を19％から
25％以上に向上
する。

広報紙の発行、マスメディアおよびソー
シャルメディアなど、さまざまな広報媒体を
積極的に活用し、計画的に分かりやすい
市政情報の発信を行った。長野市公式ＬＩ
ＮＥをスタートさせ、子育てや観光情報な
どを発信した。
市民会議、みどりのはがき、パブリックコメ
ントなど、さまざまな手法を用いて市民の
意見や要望を聴き、市民ニーズの把握に
努めた。カトウさんへの提案ポストは、加藤
市長の退任に伴い、終了した。

Ｂ さまざまな広報媒体を積極的に活用し、タイム
リーで分かりやすい市政情報の発信を行う。
さまざまな手法を用いて市民の意見や要望を聴
き、市民ニーズの把握を行う。移動市長室は、
市長が交代したことから、若者に限らず幅広に
意見交換の機会を確保する。

広報広聴課

Ｈ30 完了
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期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

8 市民、地域等と一体となった防
災・減災対策の推進

出前講座の実施等により、防災啓発を推進するとともに、各
地区の防災講演会の開催支援、防災訓練の支援、地域防
災マップの作成の支援等を行い、市民一人ひとりが防災に
対する意識を高め、地域における防災体制の強化を図る。

災害時に被害を
最小限に抑制で
きる体制や準備が
整っていると思う
市民の割合

令和４(2022)年度
までに災害時に
被害を最小限に
抑制できる体制や
準備が整っている
と思うかという質問
に対して、「そう思
う」「ややそう思う」
と答えた市民の割
合を50％以上に
する。

出前講座については41回（1,686人）、地
域防災力向上研修会については23回（全
32地区）実施した。
防災講演会については、長野地域連携中
枢都市圏を対象とした防災セミナーを実
施するとともに、信州大学の出前講座（3会
場）の開催支援を行った。
地区防災訓練については、消防署及び消
防分署において、訓練実施の支援（自主
防災組織540団体中326団体（60.4％）が
実施）を行った。
地域防災マップについては、作成の呼び
掛けを行うとともに、作成に当たって地図
提供等の支援を行った。
令和３年５月から長野市防災ナビの運用を
開始し、出前講座等で周知を行った。
避難所開設マニュアル・避難所運営マ
ニュアルを改定し、ホームページ等で周知
を行った。

危機管理防
災課・警防課

9 審議会等における多様な人材参
画の推進

「長野市附属機関等の設置及び運営に関する指針」に基づ
き、女性、幅広い年齢層からの参画を推進する。
指針の周知徹底・チェックリストの活用を図る。

女性委員・公募委
員の割合

女性委員の割合
が40％以上、公
募委員の割合が
20％以上になるよ
うに努める。

「長野市附属機関等の設置及び運営に関
する指針」に適合しない場合は理由を明
確にするなどチェックリストを活用し、指針
の趣旨の周知と徹底を図った。

総務部総務
課

課題・対応方針

東日本台風災害から３年が経過し、市民の防災に対
する関心が風化しないよう、継続的に出前講座、地域
防災マップの作成支援、「わが家の避難行動確認シー
ト」の周知などを積極的に実施するとともに、防災関係
機関及び地域住民との連携を強化するため総合防災
訓練を実施するなど、市民の防災意識の高揚を図って
いく。
　加えて、「長野市地域防災計画及び長野市水防計
画」について、パブリックコメントを実施したうえで、見直
しを行う。

引き続き、「長野市附属機関等の設置及び運営に関
する指針」を運用し、女性、公募委員の参画を推進す
る。
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（２）民間活力の活用

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 独居高齢者等緊急通報システム
設置の見直し

協力員が確保できない世帯へは、委託業者が駆付けを行
い、全ての独居高齢者等が利用できる制度とする。また最近
は協力員に連絡が取れなかったり、取れてもすぐには駆け
付けられないというケースが増えているので、そういった場合
にも委託業者が駆付けを行い、制度の充実を図る。令和２
(2020)年８月末で現在の委託契約が終了するため、次期委
託項目に駆付けを盛り込む。事業内容の充実に伴い利用
料の見直しを検討する。

独居高齢者数に
対する設置率

― ― ― ―

地域包括ケ
ア推進課

2 窓口業務における民間委託等の
調査・研究

窓口業務における地方独立行政法人制度や民間委託の活
用について、情報収集、事例研究、関係課との検討を進め
る。

窓口業務におけ
る民間委託等の
方向性の決定

調査・研究、関係
課との検討をとお
して方向性を決定
する。

窓口業務における民間委託(業務プロセス
の効率化や独立行政法人制度の導入)に
ついて、他都市の導入状況を注視し、情
報収集を行った。

Ｂ 市民窓口課における証明書交付窓口の民間委
託化については、令和５年度の実施を目指して
検討していく。また、おくやみコーナーの設置に
ついては、令和６年度の稼働に向けて検討を始
める。

総務部総務
課・職員課・
市民窓口課

3 公立保育所の適正化及び民営
化の推進

「長野市公立保育所適正規模及び民営化等基本計画（計
画期間平成25年度から令和４年度まで）」に基づき実施す
る。

基準に該当した
保育所
公立保育所民営
化（子供の園、川
中島、若槻、豊野
みなみ、中御所）

随時実施（当該保
育所の保護者と
施設の今後のあり
方について協議
を開始する）、基
本計画の中で民
営化対象園となっ
ている５園につい
て、施設移管を含
めた完全民営化
を実施

適正規模基準に該当した保育所なし。待
機児童の発生と、少子化等による保育所
等の充足率の低下により、私立保育所で
の定員減少について、事業者と相談・協
議等を実施。

Ａ 適正規模基準に該当する保育所は今後発生す
ると見込まれるため入所児童数の推移に注視し
ていく。また、少子化等による保育所等の充足
率の低下により、特に私立保育所の定員減少、
認定こども園への移行などが相次いでおり、調
整弁となる公立保育所の重要性が増しており、
民営化等についてはより慎重に検討していく。

保育・幼稚園
課

4 民間活力を導入するための公民
連携推進

一定規模の新規整備等を検討する際に、PPP/PFI手法の導
入を検討し結果を公表する。効果が認められる事業を検討
する早期の段階において、サウンディング型市場調査を実
施する。
また、公民相互に日常的な情報交換を行うことで公民連携
の推進を図るための「地域プラットフォーム」設立のほか包括
的民間委託等について研究する。

PPP/PFI手法導
入、サウンディン
グ型市場調査の
活用検討

PPP/PFI手法導
入優先的検討方
針及びPFIガイド
ラインの適正な運
用、サウンディン
グ型市場調査の
活用事業の検討

市PPP/PFI手法導入優先的検討方針及
び市ガイドラインに基づき、「国スポ施設整
備」に係る庁内プロジェクトチーム及び
ワーキンググループを開催し、国スポ施設
の整備手法を検討した。
市サウンディング型市場調査活用指針に
基づき、飯綱スキー場後利用、産業用地
の開発手法について、民間事業者との対
話を実施した。

Ａ 引き続き、市PPP/PFI手法導入優先的検討方
針及びガイドラインの適正な運用に努める。
効果が見込まれる案件に対するサウンディング
調査を実施するとともに、多様なPPP/PFI手法
導入に向けた研究を進める。

公共施設マ
ネジメント推
進課

5 指定管理者制度のより効果的な
活用

制度運用には、公募、事業者選定、指定議案等の議決、協
定、運営・管理、モニタリング等の事務サイクルが毎年度繰り
返される。それぞれ適切な事務執行が求められる中で、課
題が生じてくるため、その都度、適時適切に対応し、必要が
あればガイドラインを修正する。毎年度実施するモニタリング
評価で効果を測定していく。

モニタリング評価 標準点である60
点を下回る評価
の施設をゼロにす
る。

県全域に最大の警戒レベル（まん延防止
等重点措置）が令和４年１月に適用された
ことに合わせ、施設所管課及び指定管理
者が適切に判断できるよう、オミクロン株の
特徴を踏まえ、「指定管理施設で陽性反
応者又は濃厚接触者が発生した場合の基
本的な対処方針」や「感染拡大時における
施設の開館継続判断の基準」を示した。
また、新型コロナウイルス感染症による影
響が前年度と異なるため、市が定める補償
基準を新たに整理し、示した。

Ａ 公共施設マネジメントの推進と制度運営を引き
続き調整
制度適用施設の見直しや施設毎の制度適用に
より求める効果の整理
適正な施設の管理運営が図られるよう、施設所
管課に対する指導

公共施設マ
ネジメント推
進課

6 公民館への指定管理者制度の
導入

地域振興を図るため、地域に密着した運営を行うことができ
る受託者として、住民自治協議会を指定管理の相手方とし、
各地区の住民自治協議会の活動状況を確認しながら、運営
体制が整い、受託を希望する地区から移行を進めていく。

指定管理者導入
公民館数

令和４(2022)年度
までに20館での
導入を目指す。

１地区に対し説明会を実施した。
交流センター化に伴い指定管理を検討し
ている住自協もあることから、交流センター
移行後の効果や課題等について検証して
いる。

Ｃ 住民自治協議会による指定管理の課題が見え
てきていることと、現在、検証を行っている交流
センター化の結果も踏まえ、公民館等の社会教
育施設への指定管理者制度導入の是非につい
て、今後の方向性を検討していく。

家庭・地域学
びの課

　民間の資金、技術的能力、経営能力などの活用により、行政サービスの向上、コストの縮減を図るとともに、地域経済の活性化につな
げます。

Ｒ１ 完了
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２　効果的・効率的な行政運営の推進

（１）公共施設マネジメントの推進

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 公共施設等総合管理計画に基づ
く長寿命化と再配置の検討

個別施設の中長期保全計画の策定及び12条点検を踏まえ
た計画的な予防保全への転換を図りながら、個別施設計画
を策定する。
同時に地区別のワークショップや全市的なアンケートなどで
市民意見を聴きながら個別施設の再編・再配置の検討を進
めるなかで、一定の方向性が出たものから、順次、個別施設
計画に反映していく。

個別施設計画の
策定

― ― ― ―

公共施設マ
ネジメント推
進課

2 公共施設再配置計画に基づく施
設の在り方等の検討

第一次公共施設再配置計画の中で、個別施設の方針が示
された施設について、その在り方等の検討を進める。

再配置計画の進
行管理

― ― ― ―

公共施設マ
ネジメント推
進課

3 公営住宅等ストック総合活用計
画に基づく公営住宅の長寿命
化・建替え・統廃合の推進

「長野市公営住宅等ストック総合活用計画」及び「長野市公
営住宅長寿命化計画」に基づく既存ストックの居住性向上
や長寿命化を図る改修を行い有効活用を図るとともに、老
朽化した公営住宅の建替え・統廃合を推進する。また、職員
住宅などの市が所有する優良な住宅ストックの活用につい
ても検討を行う。

住戸改善の実施
戸数

令和４(2022)年末
までに、市営住宅
の居住性の向上
と長寿命化を図る
ための住戸改善
工事を、延べ100
戸実施する。

「浴槽設置による住戸改善工事」は、R２年
度まではユニットバスとボイラーを設置して
いたが、R3年度からはより多くの住戸を改
善をするために浴槽とボイラーの設置に仕
様を変更し工事費用を抑え、40戸としてい
た目標を予算編成時に50戸とした。実績と
しては、26戸の実施に留まった。

Ｂ 工事を早期に発注し可能な限り数多くのボイ
ラーを確保し、目標の住戸改善工事を実施する
ようにする。

住宅課

4 公共施設個別施設計画に基づく
対策の推進

個別施設計画では、建物の対策を「長寿命化」「集約化・複
合化」「単独改築」「事後保全」「民営化」「転用」「解体・譲渡
等」の７つに区分し、事後保全を除く対策については、実施
時期を「前期」「後期」「期間内」「期間外」と区分して示して
おり、対策や時期等に応じた進捗管理を行う。

個別施設計画の
進捗（長寿命化、
進捗管理）

個別施設計画の
進捗を図るため、
毎年度計画的に
長寿命化改修工
事を実施する。進
捗管理手法を検
討し、状況に応じ
た見直しを図りな
がら計画の推進
につながる進捗
管理を行う。

個別施設計画の進捗管理…各施設の進
捗状況を把握するため、要検討施設の所
管課へのヒアリングの実施のほか、照会、
事前協議等を通じ、対象施設の進捗状況
を確認した。
長寿命化改修の計画的な推進…新たに
長寿命化改修の予算枠を設け、学校・市
営住宅・オリンピック施設などの３か年の改
修計画を作成し、部局ヒアリングにおいて
次年度の対象事業を選定した。

Ａ 引き続き個別施設計画の進捗状況を把握すると
ともに、長寿命化改修の年次計画に基づき事業
を推進していく。また、令和８年度に予定してい
る計画全体の見直しに向けた準備を進めてい
く。

公共施設マ
ネジメント推
進課

5 長野臨時ヘリポートの在り方の
検討

今後の運営の在り方として適切なものを、幅広い選択肢から
検討し、決定する。

在り方の方針の検
討状況

平成31年度中に
在り方の方針を決
定する

令和３年度から施設使用の状況が変わっ
た（前年度末をもって常駐事業者がいなく
なった）ことを契機に、運用時間の見直し
（休場日の設定）を行うとともに、効率的に
施設管理が行える体制（委託）を整備し、
施設を運営した。

Ｂ 現状の体制（運用時間や施設管理の方法（委
託））を継続しながら施設を維持管理していく。

交通政策課

再
掲

民間活力を導入するための公民
連携推進

一定規模の新規整備等を検討する際に、PPP/PFI手法の導
入を検討し結果を公表する。効果が認められる事業を検討
する早期の段階において、サウンディング型市場調査を実
施する。
また、公民相互に日常的な情報交換を行うことで公民連携
の推進を図るための「地域プラットフォーム」設立のほか包括
的民間委託等について研究する。

PPP/PFI手法導
入、サウンディン
グ型市場調査の
活用検討

PPP/PFI手法導
入優先的検討方
針及びPFIガイド
ラインの適正な運
用、サウンディン
グ型市場調査の
活用事業の検討

市PPP/PFI手法導入優先的検討方針及
び市ガイドラインに基づき、「国スポ施設整
備」に係る庁内プロジェクトチーム及び
ワーキンググループを開催し、国スポ施設
の整備手法を検討した。
市サウンディング型市場調査活用指針に
基づき、飯綱スキー場後利用、産業用地
の開発手法について、民間事業者との対
話を実施した。

Ａ 引き続き、市PPP/PFI手法導入優先的検討方
針及びガイドラインの適正な運用に努める。
効果が見込まれる案件に対するサウンディング
調査を実施するとともに、多様なPPP/PFI手法
導入に向けた研究を進める。

公共施設マ
ネジメント推
進課

　成果（アウトカム）に基づく評価などによる事務事業の見直しを実施し、「選択と集中」による効果的・効率的な行政運営を推進します。

　施設総量の縮減、施設の複合化・多機能化の推進、管理運営の効率化などを基本方針とする「長野市公共施設等総合管理計画」に
基づき、施設の量と質について全市的・総合的な視点による見直しを図り、将来にわたり公共施設等を最適に維持管理することに取り組
みます。

Ｒ２ 完了

Ｒ２ 完了
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（２）業務と職員数の最適化

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 入札契約制度の改善 総合評価落札方式(工事成績簡易型等)については、これま
での試行を踏まえ、対象案件の選定基準及び評価項目・配
点の見直し等について調査・研究し、実施する。

総合評価落札方
式の調査・研究を
行う ― ― ― ―

契約課

2 入札参加資格審査事務の見直し 既に入札参加資格審査において、インターネットによる電子
申請を行っている県や他市などを参考に本市における入札
参加資格の登録申請方法の見直しを行う。

入札参加事業者
からの登録申請
の方法の見直し
による入札参加資
格審査事務の簡
素化、効率化を図
る

平成31年度まで
調査・研究等を行
い、令和２年度か
ら工事担当の、令
和４年度から物品
担当の電子申請
の導入をする計
画であったが、令
和６年度からの県
システムの共同利
用の提案を受け、
それを含めた検
討を進める。

長野県が令和６年度から運用開始を予定
する入札参加資格申請システムの共同利
用について、検討会議に参加し検討した
結果、県の審査項目とのすり合わせが困
難であること、費用負担が大きいこと、事務
負担の軽減につながらず、かえって市の
事務負担増となることなどから、共同利用
を行わないこととした。

Ｂ 「ながの電子申請」に加え、新たに、書類で提出
された場合のデータ化の手段としてAI－OCRの
導入を検討する。

契約課

3 霊柩車運行業務の必要性の検
討

霊柩車の運行業務について、市民の需要状況や民間事業
者の運行状況を調査し、行政が行う必要性を検討する。

市が担う業務分
担の決定

― ― ― ―

市民窓口課

4 全庁ネットワークの更改に併せた
業務の効率化

現行の全庁ネットワークの課題や問題点を洗い出し、最新
のネットワーク技術、セキュリティ対策を調査分析し、新たな
統合型ネットワーク基盤の整備を行う。
また、モバイル端末を利用した外部からの全庁ネットワーク
へのアクセス環境の整備等を行う。

仮想化技術の導
入
モバイル対応

令和３(2021)年度
までに、全庁ネッ
トワークの更改を
行い、職員端末
の仮想化及び庁
舎外からモバイル
端末によるアクセ
ス環境を整備す
る。

令和２年度に開始した更改業務を引き続
き実施し、計画年度内に更改を完了した。
インターネット分離による業務効率の低下
が懸念されていたが、仮想化技術の導入
により、全庁ネットワークパソコンからイン
ターネットを閲覧できる環境を整備して、
事務の改善を図った。
モバイルパソコンによるテレワーク環境に
加え、自宅パソコンを活用したリモートデス
クトップ方式による新たなテレワーク環境を
整備した。

Ａ ICT技術が日進月歩で進化する中で、最適な環
境整備を実施するため、セキュリティの確保を含
め、導入可能な最新技術を調査・研究し、事業
者と綿密な打合せを重ねながら機種及び技術
選定等を行ったことで、業務の効率化に資する
更改を行うことができた。

情報システム
課

5 複合機の更改に併せた業務の効
率化

現行の複合機の課題や問題点を洗い出し、最新の複合機
の機能、セキュリティ対策等を調査分析し、引き続きグリーン
ＩＴへの取組を推進するため複合機の更改整備を行う。
（更改予定が令和７（2025）年度に変更となったため、対象
外とする）

複合機の更改

― ― ― ―

情報政策課

6 長野市環境マネジメントシステム
の見直し（簡素化）

本市独自の環境マネジメントシステム「長野市環境マネジメ
ントシステム（ＮＥＭＳ）マニュアル」「環境監査実施手順」等
について、現状を確認するとともに、当初の目的が達成され
た取り組みについては、簡素化する方向で見直しを行って
いく。また、次期長野市環境基本計画（平成34年度～）の策
定に併せて、本システムによる取組状況を確認し、今後の取
組内容の検討を行う。
（平成30年度から簡素化は図ったことから改革項目終了）

簡素化した取組
項目数

― ― ― ―

環境保全温
暖化対策課

　成果（アウトカム）に基づく評価などを通して、優先順位付け、実施方法の改善、スクラップ・アンド・ビルドやサンセット化（時限化）の徹
底を図り、業務の効率化、最適化に　継続的に取り組むとともに、将来の人口規模及び業務量に応じた職員数の最適化を図ります。
　事業の実施に当たっては、部局横断的に検討し、重複による無駄を排除するだけでなく、それぞれの強みを生かした総合力を発揮し
て、施策全体の相乗効果を高め、実効性のある事業展開を図ります。

Ｈ30 完了

Ｈ30 対象外

Ｒ２ 完了

Ｒ２ 完了
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期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

7 行政評価制度の運用 事業等の実施状況を成果や効率性等の観点から定期的に
検証し、事業の見直し等につなげる。

行政評価の実施 行政評価に基づ
き、事業の見直し
等につなげる。

ＳＤＧｓの視点を取り入れた事務事業評価
を行い、進捗状況や今後の方針を確認す
る必要があると判断した事業を中心に、再
評価及び外部評価を実施した。事務事業
評価の結果は予算要求資料として活用し
た。また、施策評価は、総合計画の進捗管
理に活用した。

総務部総務
課

8 将来の人口減少を見据えた職員
数の最適化

将来の人口規模や業務量を見据えた上で、職員年齢構成
の平準化を図ることに配慮しつつ、安定的な職員採用を行
う。

正規職員数の増
減

将来的な人口減
少を見据えなが
ら、毎年度の業務
量を勘案し職員
数を確保する。

事務事業の見直し、業務の効率化及び適
材適所の人事配置により職員数を前年度
から１人増とし、適正な職員配置を行っ
た。なお、再任用職員については32人（前
年度33人）を任用し、活用を図った。

職員課

（３）ＩＣＴの利活用

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 オープンデータの推進及び活用
の促進

オープンデータガイドラインに基づき、オープンデータ公開
サイトの運用を行う。また、データを保有する担当課間との
連携により、高等教育機関などの関係機関や企業、エンジ
ニアリングとの協働を通じて、地域課題解決に向けたニーズ
を把握し、オープンデータが有効に活用される仕組みづくり
に取り組む。

データ公開数
データダウンロー
ド数

令和３(2021)年度
までに、市のデー
タ公開数を年間
30件とする。デー
タダウンロード数
を年間450件とす
る。

令和４年3月末の公開データは３５件であ
り、目標件数を上回った。
オープンデータ利活用推進のため、県の
主催するオープンデータ勉強会に参加し
た。
長野地域のオープンデータ利活用推進に
向け、長野地域連携中枢都市圏の自治体
とオープンデータ勉強会の担当者顔合わ
せ会を実施した。

Ａ 目標を達成し、目標年限が満了したことから終
了とする。
新たな指標を設定し、事業の継続を図る。

行政ＤＸ推進
課

2 申請・届出・予約などの手続きの
電子化の推進

ながの電子申請サービスの拡充に向けてオンライン化が可
能な行政手続きを調査・把握し、随時見直しを行う。
また、ながの電子申請サービスの手続きを拡充するに当た
り、市職員に対して、電子申請に係る周知や研修を実施す
る。
そのほか、電子申請サービスの利用率を高めるために、市
民や民間事業者等に対して、効果的に周知する方法を検
討し、その検討結果に基づいて、周知を行う。

オンライン化実施
率
オンライン化利用
率

令和３(2021)年度
までに、オンライ
ン化可能な申請、
届出、予約手続き
のオンライン化実
施率を100％にす
る。オンライン化
済の申請、届出、
予約手続きのオン
ライン化利用率を
70.2％にする。

多くの職員が担当業務に電子申請を活用
できるよう、市職員向けの担当者用研修を
開催し、職員のスキル向上を図った。ま
た、ながの電子申請サービス以外にも、新
たに国が提供する電子申請（ぴったりサー
ビス）もオンライン手続を開始し、市民に提
供できるサービスを増やした。

Ｂ 目標年限が満了したことから、目標未達成では
あるが、終了とする。
新たな指標を設定し、事業の継続を図る。

行政ＤＸ推進
課

3 ＡＩ・ＲＰＡ導入の検討 ＡＩ・ＲＰＡを事務の効率化、時間外勤務の縮減、働き方改革
につなげていくために、適した事務で実証実験をするととも
に、効果検証をしながら、導入の可能性を検討する。

ＡＩ・ＲＰＡの導入 令和４(2022)年度
までに、順次、事
務選定、現地調
査、実証実験、効
果測定を行い適
用可能な業務か
らＡＩ・ＲＰＡを導入
し、事務の効率化
を図る。

ヒアリング・現地調査を行い、第三次事務
選定を行った。介護保険課の介護認定申
請書受付業務、収納課の新規口座振替
データ登録業務において、ＡＩ－ＯＣＲとＲ
ＰＡを組み合わせて活用し、手作業による
データ入力作業を削減することができた。
併せて、ＡＩ－ＯＣＲで申請書を読み取り、
データ化することで、後続作業をデータの
まま行うことができ、業務フローの見直し
（ＢＰＲ）と業務のペーパーレス化を図ること
ができた。

Ａ 現地調査を行い、導入効果の高い業務にＲＰＡ
を適用して省力化・効率化を進める。
ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡがどのような業務に適してい
るのか、職員への周知啓発を行い、先進技術へ
の理解を深めてもらう活動を継続する。

行政ＤＸ推進
課

　市民の利便性の向上や業務の効率化を図るために、飛躍的に発展を続けるＩＣＴの利活用により、行政手続きの一層の電子化や市政
情報の迅速な提供などに取り組みます。

事務事業評価については、更に実効性が高まる制度
となるよう、外部評価を含めた行政評価の見直しを検
討していく。

再任用職員の任用を考慮しつつ、業務量、業務内容
を踏まえた職員の適材適所の人事配置に努め、定員
適正化に取り組む。

課題・対応方針

Ｒ３ 完了

Ｒ３ 完了
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期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

4 マイナンバーカード・マイナポータ
ルの活用調査・検討

マイナンバーカードとマイナポータルのさらなる活用に向け
国や先進自治体の動向を調査し、関係する担当課への情
報提供や連絡・調整をして、活用方法を検討する。

マイナンバーカー
ド・マイナポータ
ルの活用策の検
討

個々の活用策を
担当課と調査・研
究し有効活用に
つなげる。

マイナポータル上でオンライン化を求めら
れている子育てや介護に関する26の手続
のうち、子育て関連の13の手続について、
オンライン化の登録を実施した。

総務部総務
課・行政ＤＸ
推進課

5 情報システムの更新 情報システムの導入、更改、改修を行う際には、情報システ
ム化協議を行い、必要性、時期、費用の妥当性を評価する
ことにより、全体コストの低減、情報資産の圧縮、重複投資
の防止、運用経費の削減につなげていく。また、システムの
適切な導入のため、調達支援を行う。

情報システムの適
切な更新

情報システムの導
入、更改、改修に
関する情報システ
ム化協議及びプ
ロポーザル等の
調達支援を適時、
適切に行う。

令和４年度当初予算要求にあたり、58件
のシステム化協議を実施。その他、令和３
年度補正予算・予算流用など、22件の随
時協議を実施。調達支援等は、６件実施
するなど、継続的に担当課の効率的なＩＣ
Ｔ調達の支援を行っている。

行政ＤＸ推進
課

３　持続可能な財政基盤の確立

（１）歳入確保への取組

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 ふるさと“ながの”応援寄附事業
の推進

ポータルサイトで市の魅力的な事業やお薦めの特産品をＰ
Ｒする。

寄附額 前年度寄附額より
増加を目指す。

５つのサイト（ＪＡ、さとふる、ふるさとチョイ
ス、楽天、ＫＤＤＩ）での寄附受付
旅行クーポンやスキー板など、従来の返礼
品にない新たな分野の返礼品を追加
長野地域連携中枢都市圏の９市町村で共
通返礼品の取扱いを開始

Ａ コロナ後の旅行業等の回復を見据え、旅行商品
や体験型の返礼品など、本市の魅力発信につ
ながる返礼品の充実を行う。また、寄付額が増
加する中で事務量も増加していることから、事務
の更なる効率化を目指す。

企画課

2 長野市国民健康保険事業財政
健全化計画の着実な推進

「長野市国民健康保険事業財政健全化計画」に基づき、赤
字部分の段階的な削減を図り、国民健康保険事業の安定・
健全化を進める。第一期（平成30年度から令和４年度までの
５年間）では、赤字部分の半額を削減する。歳入の確保とし
て、収納対策の強化及び保険料の計画的な見直しを行う。
また、歳出の抑制として、事業の見直し及び医療費の抑制
を行う。

令和４年度までに
約５億円の赤字を
解消する。

歳入の確保（収納
対策　79,000千
円）（保険料の見
直し　250,000千
円）、歳出の抑制
（事業の見直し
110,000千円）（医
療費の抑制
63,000千円）

令和４年度保険料率改定について検討の
結果、前年度に引き続き、引き上げを１年
先送りとした。
・交付金は、保険者努力支援制度に係る
各事業への取組の結果、181,338千円の
交付となった。
・特定健診は、受診機会確保のため、実
施期間を４箇月間から半月延長して実施
した。

Ａ 当初の目標は達成したが、赤字を解消した状態
を維持できるよう、引き続き次のような取組を進
める。
キャッシュレス決済・ウエブ口座申込システムの
導入、口座振替の強化
特定健診未受診者に対する電話受診勧奨の実
施
集団健診実施地区の拡大

国民健康保
険課

課題・対応方針

未登録の13手続について、ぴったりサービスにおける
オンライン化の登録を完了する。

庁内業務のＩＣＴ化に伴い、年々、協議件数が増加し
ており、予算編成に伴うスケジュールの中で数多くの
情報システム化協議を実施する必要がある。担当者へ
の業務負荷が重くなってきたことから、手順の簡略化な
どを検討し、ＩＣＴ調達ガイドラインの修正を行う。

　歳入の積極的な確保を図るとともに、限られた経営資源を最適に配分し、「最少の経費で最大の効果」を発揮させ、将来に向けて持続
可能な財政基盤を確立します。

　新たな自主財源の確保や市有資産の有効活用などに取り組み、安定的な歳入の確保に努めます。負担の公平性の観点から市税など
の適正な賦課と未収金の縮減を図るとともに、使用料や手数料など利用者負担の適正化を推進します。
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期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

3 未収金縮減対策の推進 関係課により構成する「収納向上対策協議会」において所
管収納事務の対策や課題を共有し、市税や各種料金等の
未収金縮減を図る。

収納向上対策協
議会における取
組

毎年度、収納向
上対策協議会を
開催し、未収金縮
減を図る。

収納向上対策協議会を開催し、情報共有
や課題整理を図った。また、口座振替推
進キャンペーン、広報ながの等広報媒体
による納期内納付の呼びかけや合同研修
会等を行った。
市税等の口座振替Ｗｅｂ申込サービス及
びスマートフォンアプリ決済を導入し、納付
手段を拡大した。

収納課

4 市有財産を活用した収入確保 用途廃止や契約満了後に返還の予定などのある土地や建
物の情報を集約し、他部局での利用意向調査、売却、貸付
を長野市未利用地等有効活用検討委員会で検討する。ま
た、「広報ながの」や庁用の「封筒」「自動車」等広告媒体の
活用等により、自主財源の確保に努める。

市有財産の有効
活用

未利用地等有効
活用検討委員会
の開催や有料広
告の導入などをと
おして、市有財産
の有効活用につ
なげる。

８月、２月に未利用地等有効活用検討委
員会を開催し、今後５年の間に用途廃止
予定のものを含め、200㎡以上の土地及
び建物を検討対象とし、今後の利活用に
ついて方針を決定した。それに伴い、普通
財産の貸付・売却を実施し、また庁内で不
要となった物品をインターネットオークショ
ン等で売却した。　［ 普通財産有償貸付：
218件 85,965,792円　　普通財産売却：11
件 70,808,700円　　不要物品ネット公売：
40件 4,026,641円　不要物品売払い：２件
5,934,709円 ］
　庁用車への有料広告については、25台
に４社掲載 765,600円の広告収入があっ
た。
　広告付きAED事業については、令和２年
度導入の８施設のうち広告主が決まってい
ない施設が５施設あったことから、新規導
入は見送った。有料広告の導入について
は、予算執行方針や予算編成方針の公表
時、また、予算担当者による新年度予算ヒ
アリングを通じて、施設所管課へ導入を働
きかけた。

管財課・財政
課

5 利用者負担適正化の推進 「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に基づき、使
用料、手数料などの定期的な見直しを行う。
また、平成31(2019)年10月に予定されている消費税率引き
上げに伴う使用料、手数料などの見直しを行う。

使用料・手数料の
見直し

「行政サービスの
利用者の負担に
関する基準」に基
づき、適宜使用
料・手数料の見直
しを行う。

令和４年度の予算要求の基準において、
「行政サービスの利用者の負担に関する
基準」に沿って現状を十分に検証・検討す
ることとし、引き続き原則 ３年毎の見直しを
行った。

総務部総務
課・財政課

課題・対応方針

収納向上対策協議会による情報共有、課題整理・検
討、広報活動、研修等を継続実施する。また、地方税
共通納税システム及び軽自動車税納付確認システム
（JNKS）への対応準備を進める。

今後用途廃止予定のものも含めた未利用地及び建物
について、積極的に情報収集し、貸付・売却による財
源確保に努めるとともに、新たな周知・売却方法につ
いても継続して検討を行う。また、中心市街地及びそ
の周辺など市場性がある即時売却可能な物件につい
ては、優先して売却していく。
広告付きAEDについては、昨年度に引き続き、新型コ
ロナの影響による広告需要の極端な落ち込みにより、
新規導入が困難な状況ではあるが、貸与年数の更新
を機に、所管課へ働きかけ、順次導入台数を増やして
いく。その他有料広告の導入については、予算編成方
針の公表時など折に触れて導入を推進する。ネーミン
グライツは、施設所管課との連携による応募要件の見
直し等を実施し、新規の導入を図る。

引き続き「行政サービスの利用者の負担に関する基
準」に沿って、使用料・手数料の定期的な見直しを
行っていく。〔※P17改革小項目のとおり〕
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（２）歳出削減への取組

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 市有施設の省エネルギー化 市有施設におけるエネルギー使用量及び温室効果ガス排
出削減を一層進めるため、全市有施設を対象に省エネ診断
を実施し、施設の属性・特徴に応じ、省エネ効果、コスト効
率の高い整備手法や運用面での改善点を検討し、実効性
の高い省エネ対策に結びつけていく。

省エネ診断・分析
調査の実施
診断に基づく対
策の実施

平成30年度に全
市有施設の省エ
ネ診断・分析調査
を実施し、効果的
な整備手法や運
用改善を検討す
る。平成30年度以
降、診断結果を受
けた対策の実施

デマンド監視装置の設置が効果的な施設
を見直し、市有施設96箇所で運用した。
令和２年度実績としては、コロナ禍の影響
もあったが、装置導入前と比較して、電力
使用量は約9パーセント、電力料金は約
1,200万円、平成24年度からの累計で約
8,800万円削減されている。
市有施設への太陽光発電システムの導入
及びLED化について、導入手法を含め施
設所管課等と検討した。
「長野市役所温暖化防止実行計画」の改
定を行い、省エネ改修の実施に加え、ZEB
化の検討を重点取組事項として位置付
け、市有施設の省エネ化を推進することと
した。

Ｂ デマンド監視装置の設置が効果的な施設を検
討し、継続して運用していく。
省エネ化を図る上で、太陽光発電システムの導
入、LED化など省エネ機器導入について、継続
して施設所管課と検討を行っていく。
「長野市役所温暖化防止実行計画」に基づき、
ZEB化を含めた市有施設の省エネ対策を推進
する。

環境保全温
暖化対策課

2 補助金等の見直しに関するガイ
ドラインの策定

平成28年度の包括外部監査（長野市における補助金等の
事務の執行について）の意見を受けて、庁内での検討や審
議会からの意見などを踏まえて補助金等の見直しや適正化
に関するガイドラインを策定する。

ガイドラインの策
定

令和４年度までに
ガイドラインを策
定する。

現在、補助金については、予算要求の際
に惰性的に交付を継続することがないよう
見直すことを周知・徹底している。既存の
取組の意識の統一を図る視点から、「補助
金の見直しに当たっての基本的な視点及
び留意事項（案）」を作成した。

Ｂ 補助金の見直しに当たっては、既存の取組を活
かすことを含め、包括外部監査での意見も参考
に補助金の見直しに向けて、引き続き検討して
いく。

総務部総務
課

3 太陽光発電システム普及促進事
業補助金の見直し

普及率等施策目標の進捗状況、市場価格の継続的調査等
を実施し、補助金単価、終期設定などの見直しを行う。

太陽光発電シス
テム普及促進事
業補助金（補助金
単価、終期設定
など）の見直し

― ― ― ―

環境保全温
暖化対策課

4 私立幼稚園補助金の見直し 園児割は補助対象を運営費的な補助から事業費補助への
切り替え、調整交付金は段階的な縮減を進めるため、当該
補助金の関係団体である長野市幼稚園・認定こども園連盟
と協議・意見交換を重ねていく。同時に子ども・子育て支援
新制度の説明をしていく中で、新制度の理解及び移行につ
いて各園に検討してもらう。

調整交付金の段
階的な縮減

調整交付金を段
階的に縮減し、令
和５(2023)年度ま
でに廃止する。

子ども・子育て支援新制度の未移行幼稚
園に対し、新制度への移行について行政
説明会時に制度の内容を改めて説明の
上、新制度への移行について検討を依頼
した。
令和４年度から２園が新制度へ移行予定
となったため、令和４年度予算に反映し
た。

Ａ 引き続き、「子ども・子育て支援新制度」未移行
幼稚園に対し、新制度への移行を促していく。
また、関係団体と幼児教育・保育の無償化を踏
まえた効果的な事業費補助への移行策につい
て検討・協議を行う。

保育・幼稚園
課

5 観光まつり補助金の見直し ①補助対象とする祭りの基準案を整備する。
②基準案を示し、祭りの実行委員会等の関係者と意見交換
を行った上で、基準を決定
③関係者との調整を行い、経過措置期間内に新たな基準に
適合させる。

新たな基準への
適合割合

令和5（2023）年度
までに、補助対象
の祭りについて、
新たな基準に基
づいて補助金を
支出する。

コロナ禍により通常開催とは異なる規模・
形式での開催が見込まれたため、一般来
場者に対してではなく祭りの各主催者に
対し、祭りの現状を把握するためのヒアリン
グを行った。基準の見直しと移管について
は関係課と協議を行い、地域振興色の強
い４つのまつり（虫倉山開山祭、信州むしく
らまつり、鬼無里ふるさと夏まつり、ひじり
三千石まつり）を地域活動支援課へ、商業
振興色の強い戸隠そば祭りを商工労働課
へ移管する方向で調整を進め、概ね合意
を得た。

Ｂ 現要領の目的・基準に沿うよう改めて祭りの各
主催者に対し指導するとともに、地域振興色と
商業振興色の強い祭りの関係課への移管につ
いて引き続き協議を進める。

観光振興課

　事業の効果や優先順位付けなどにより事業の選択と集中を行うほか、予算執行における「使いきり」という概念の払拭とコスト意識を徹
底し、経費の縮減に取り組みます。

Ｒ１ 完了
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（３）効率的・計画的な財政運営

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 健全な財政運営の実現につなが
る予算の編成と執行

毎年度策定する「予算編成方針」に基づき、国・県の交付金
などの確保や計画的な市債・基金の活用による財源確保を
図るとともに、効率的かつ効果的な財源配分による予算編
成に努める。併せて、毎年度「予算執行方針」を策定し、計
画的、効率的及び効果的な予算執行に努める。
また、財政健全化判断比率など財政状況指標を算定し、分
かりやすく市民に説明する。

実質公債費比率 18％未満 令和３年度予算は、新型コロナ対策や東
日本台風災害からの本格復興といった、
かつてない大きな試練に立ち向かいつ
つ、最少の経費で最大の効果が得られる
よう予算の執行方針を策定し、健全な財政
運営に努めるとともに、新型コロナ対応の
大型補正予算を編成・執行した。また、令
和２年度決算に基づく財政指標や財政推
計を公表し、財政推計の厳しい将来見通
しを踏まえ、「健全財政の維持」を大前提と
しながらも、新市長が掲げた本市の将来ビ
ジョン「健幸増進都市」の実現に向け、台
風災害、新型コロナ対応の喫緊の課題解
消に力点を置きつつも、公共施設の長寿
命化対策に特別枠を設け、着実な実施に
向けた足掛かりとするなど、将来を見据え
た施策にも取り掛かり、市民が幸せを実感
できる未来が開ける予算となるよう予算編
成を進めた。

Ａ 社会保障関係費をしっかりと確保した上で　「新
型コロナ対策と災害からの本格復興」「公共施
設長寿命化対策」といった喫緊の課題解消や
「経済の再生と賑わいの創出」「スマートシティ」
「行政ＤＸ」などに予算を優先配分する。また、
財政推計などにより、市財政の現状や課題を市
民、その代表である市議会と共有し、施策事業
の「選択と集中」に取り組みながら、行政のスリム
化・効率化を加速させ、持続可能な財政運営を
行っていく。

財政課

2 統一的な基準による財務書類に
基づく財務分析

・財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計
算書・資金収支計算書）の作成、指標の算出、経年比較、
公表
・指標の自治体間比較

財務書類の公
表、指標の自治
体間比較

毎年度、財務書
類等を公表すると
ともに、指標の自
治体間比較を行
う。

長野市ホームページで財務書類「概要
版」及び「詳細版」を公表した。財務書類
から得られる指標を用いて本市の経年比
較や自治体間（中核市）の比較分析を行
い、図表を用いて分かり易く公表してい
る。

Ａ 総務省においては令和４年度～5年度にかけて
「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」
を開催し地方公会計情報の行政運営における
継続的かつ具体的な活用手法ついて検討して
いるため、その動向を注視し、研究を進める。

会計課

再
掲

長野市国民健康保険事業財政
健全化計画の着実な推進

「長野市国民健康保険事業財政健全化計画」に基づき、赤
字部分の段階的な削減を図り、国民健康保険事業の安定・
健全化を進める。第一期（平成30年度から令和４年度までの
５年間）では、赤字部分の半額を削減する。歳入の確保とし
て、収納対策の強化及び保険料の計画的な見直しを行う。
また、歳出の抑制として、事業の見直し及び医療費の抑制
を行う。

令和４年度までに
約５億円の赤字を
解消する。

歳入の確保（収納
対策　79,000千
円）（保険料の見
直し　250,000千
円）、歳出の抑制
（事業の見直し
110,000千円）（医
療費の抑制
63,000千円）

令和４年度保険料率改定について検討の
結果、前年度に引き続き、引き上げを１年
先送りとした。
・交付金は、保険者努力支援制度に係る
各事業への取組の結果、181,338千円の
交付となった。
・特定健診は、受診機会確保のため、実
施期間を４箇月間から半月延長して実施
した。

Ａ 当初の目標は達成したが、赤字を解消した状態
を維持できるよう、引き続き次のような取組を進
める。
キャッシュレス決済・ウエブ口座申込システムの
導入、口座振替の強化
特定健診未受診者に対する電話受診勧奨の実
施
集団健診実施地区の拡大

国民健康保
険課

期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

再
掲

行政評価制度の運用 事業等の実施状況を成果や効率性等の観点から定期的に
検証し、事業の見直し等につなげる。

行政評価の実施 行政評価に基づ
き、事業の見直し
等につなげる。

ＳＤＧｓの視点を取り入れた事務事業評価
を行い、進捗状況や今後の方針を確認す
る必要があると判断した事業を中心に、再
評価及び外部評価を実施した。事務事業
評価の結果は予算要求資料として活用し
た。また、施策評価は、総合計画の進捗管
理に活用した。

総務部総務
課

課題・対応方針

事務事業評価については、更に実効性が高まる制度
となるよう、外部評価を含めた行政評価の見直しを検
討していく。

　将来見込まれる財政負担を適切に分析し、国・県の交付金の活用などにより、財源確保を図ることで新たな市債借入れの縮減を行うと
ともに、将来の緊急的な財政需要のための基金の確保に努めるなど、健全で効率的・計画的な財政運営に取り組みます。
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４　人材の育成と組織体制の整備

　職員の意識改革や能力向上につながる研修を実施し人材育成に取り組むとともに、地域課題や市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる組織体制の見直しと職員の適正配置に取り組みます。

（１）職員の意識改革・能力向上

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 行政経営能力の向上 職員の資質の向上や仕事の効率化につながる研修を実施
するとともに、研修後の行動変容に関する評価を行う。
・政策形成研修、マネジメント研修の実施

受講者の行動変
容評価
（５段階評価）

行動変容の評価
指標が４（行動面
で変化があり、本
人に良い影響を
与えている）以上
とする受講者が一
定の割合を占める
こと

新任課長、新任課長補佐、新任係長の各
階層を対象にマネジメント研修を実施し
た。
ステップアップ研修の一つとして「政策形
成能力向上研修」を実施し、採用５年目の
職員を対象に「問題解決・業務改善研修」
を実施した。

Ｂ 引き続き、政策形成研修及び各階層の研修に
おいてマネジメント研修を実施する。
行動変容評価及び研修アンケートの結果を踏ま
え、研修項目等の検討を行う。

職員研修所

2 女性職員の活躍に向けた意識改
革

次の研修を実施するとともに、研修効果を測定、評価する。
・女性職員の職位への意欲を高め、スキルアップを図る研修
・所属長、管理職等を対象とした女性職員の活躍と人材活
用に関する研修

研修アンケートの
評価項目のうち
「活用度」の評価
（５段階評価）

５段階の評価で、
平均値が4.0以上
であること

キャリアデザイン研修A（採用３年目
12/13、14　81名）、キャリアデザイン研修B
（33歳　11/15　32名）、働きやすい職場セ
ミナー（11/12　25名）を実施した。女性職
員交流研修・キャリアデザイン研修C（43
歳）は新型コロナウイルス感染症拡大のた
め未実施。

Ｂ 職員全体を対象にした研修において、女性活
躍の視点を持った研修や活躍されている女性
の講師による研修を実施する。

職員研修所

期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

3 職員提案制度の充実・活用 職員提案制度を活用し全庁的に業務（事務）改善に積極的
に取り組むよう促すことにより、職員の意識改革を図るととも
に、あらゆる業務について効率化の向上を図る。また、改善
意識の浸透を図るために提案制度の充実を検討する。

職員提案で改善
（実現）できた件
数

毎年度15件 ４月から９月まで職員提案を募集し、実施
の可能性や量・組織・人に対する影響度
等の観点から表彰各賞を選定し、庁内に
周知を行った。また、過去の提案を庁内で
再認識するとともに実施状況を確認した。

総務部総務
課

課題・対応方針

提案者のひらめきレベルのものが多く、検討が不十分
で、実現性の低い提案が多く見られることから、実現性
が高く、市民サービスの向上や効果的で効率的な行
政運営に繋がるよう制度の見直しを検討する。

　全体の奉仕者として市民と向き合い、市民の信頼に応える強い自覚と責任感、前例や固定観念にとらわれないチャレンジ精神を持ち、
これまで以上のコスト意識や経営感覚を磨きながら、スピード感のある対応ができるよう職員一人ひとりの意識を高めます。
　また、政策形成力、コミュニケーション・表現力、組織管理力などを高め、職員一人ひとりの能力の向上を図ります。
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（２）組織の活性化・最適化

評価の凡例　A：目標どおり　B：概ね目標どおり　C：努力を要する　―：その他

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 評価 課題・対応方針 担当所属

1 内部統制体制の調査・研究 内部統制に関する詳細は総務省令等で定められることとさ
れており、国の動向及び他市の状況等を参考に、検討を進
めていく。

内部統制体制の
方針決定の時期

― ― ― ―

総務部総務
課

2 女性職員の採用促進と育成 職員構成で女性比率の低い職種への、女性職員の採用を
促進する。併せて、女性のライフステージを考慮し、女性職
員が将来に向けて成長することができる仕組みづくりを行
う。

採用した職員に
占める女性職員
の割合

女性比率の低い
職種への女性採
用を促進し、正規
職員の採用にお
ける女性割合を
40％以上に維持
していく。

R３年４月１日付け新規採用職員（事務職）
66人の内、うち女性職員37人（56.1%）
採用１、２、５年目の職員（男女）を対象に
初期キャリア形成と活躍推進に関するアン
ケート調査を実施。同調査結果を参考に
施策を検討

Ａ 女性の視点や発想が広く市政に生かせるよう、
優秀な人材の確保に努める。
働き方改革の観点からも女性職員のキャリア
アップや意識改革を積極的に行う。

職員課

3 管理的地位（課長相当職以上）
への女性の登用

女性職員の潜在的な能力や発想を市の政策決定に活かす
ことができるよう、女性職員の管理職的地位への登用を増や
す。
また、管理職的地位への昇任意識の啓発を図りながら、これ
まで女性職員が管理職的職務に従事していない業務に女
性職員の配置・登用を拡大する。

管理的地位（課長
相当職以上）の女
性割合

女性職員が活躍
するための行動
計画に基づく管
理的地位（課長相
当職以上）の女性
割合を令和２年度
までに８％以上、
令和7年度までに
10％以上とする。

R３年度（４月１日現在）　4.6％（管理的地
位にある職員総数　196人、うち女性職員
９人）　市長部局等の職員数　2,337人　う
ち女性職員　816人

Ｂ 引き続き、職員の自己申告制度などを踏まえつ
つ、市の政策決定に女性の視点や新しい発想
が広く取り入れられるよう管理的職務や業務に
女性職員の配置・登用を行うとともに、働き方改
革の観点からも女性職員の意識改革を積極的
に行う。

職員課

4 女性消防吏員の更なる活躍に向
けた取組

女性消防吏員を増やすためには、毎年の採用試験受験者
数を増やす必要がある。
　このため、各種学校やインターンシップ等において、消防
の魅力を伝え、女性の採用試験受験者数の増加を目指す。
　また、女性専用の仮眠室を増設し、職場環境の整備を図
る。

女性消防吏員数 2022年度当初ま
でに６人を採用

職員採用試験において、女性消防吏員を
最終合格者に選考（辞退）
鶴賀消防署豊野分署の開設に合わせて、
女性消防吏員用エリアを整備
静岡県熱海市土石流災害の現場へ女性
消防吏員の派遣（２人）
長野県消防長会主催「女性消防吏員研修
会」へ参加（女性吏員１０人・担当職員２
人）及び事例報告

Ｂ 就活イベントへの参加、学生の企業訪問の受け
入れ、学校訪問等の拡充により、採用試験の応
募者の増加を目指す。女性消防吏員を含む若
手職員の参画によりＰＲ活動（時期、内容等）の
見直しを行う。職員研修の継続により、女性消
防吏員の活躍できる組織風土の醸成を図る。

消防局総務
課

　職員が最大限に能力を発揮し、組織の活力を高めていくために、組織目標を明確にするとともに、職員の働き方を見直し、ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に取り組むなど性別を問わず働きやすい組織風土の醸成や環境の整備を図ります。
　また、業務上のミス、情報漏えいなどを未然に防止できる体制を整備するとともに、地域課題や市民ニーズに的確かつ迅速に対応でき
る組織体制の見直しと職員の適正配置に取り組みます。

Ｒ２ 完了
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期間を定めない不断の取組

名称（改革項目） 内容・進め方
目標の達成を測

る指標
計画期間内の目

標数値
令和３年度の主な実施内容 担当所属

5 地域課題や市民ニーズに的確か
つ迅速に対応できる組織体制の
見直し

地域課題や市民ニーズ等の行政課題解決に向けて、効率
的・効果的に対応することができるよう、適時組織機構の見
直しを行う。

組織機構の見直
し

行政課題解決に
的確かつ迅速に
対応することがで
きるよう、適時組
織機構の見直し
を行う。

新たな部局として新産業創造推進局を設
置
部内局を廃止し、密接な連携による一体
的な取組を推進するためのグループを新
設
行政ＤＸ推進課、まちづくり課を新設し、行
政管理課、人口増推進課、駅周辺整備課
を廃止
都市ブランド推進室、駅周辺整備室を新
設し、デジタル行政推進室など計５室を廃
止

職員課

6 国や県、他市等との人事交流の
推進

国、県等に職員を派遣し、職員間の交流や異なる組織の業
務を経験させることにより、職員の成長を図る。
また、異なる組織の人材を受け入れることにより、職員の意
識の活性化を図る。

国や県、他市等
への職員派遣及
び異なる組織から
の人材の受入

毎年度、国や県、
他都市等への職
員派遣や、異なる
組織からの人材
の受け入れを行
う。

省庁等への派遣として、総務省2名、厚生
労働総1名、国土交通省北陸地方整備局
１名
国の外郭団体等として、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会2名、
一般財団法人自治総合センター1名
松本市との人材交流として、１名

職員課

7 多様な経験を有する人材や専門
分野に精通した人材の育成と確
保

職員数の世代間の均衡を図るため、社会人採用を活用しな
がら多様な経験を有する人材を広く募る。
また、専門分野の研修等を行うとともに、特定の分野に精通
した人材育成ができる人事異動を行う。

多様な経験を有
する人材の確保

社会人採用を実
施するとともに、
専門分野の研修
や特定の分野に
精通した人材育
成につながる人
事異動を行う。

社会人採用者：令和３年度採用：応募者
88人、採用者数13人、令和４年度採用：応
募者104人、採用者数15人
専門分野の研修等：税、福祉、土木等の
専門分野において、各分野ごとに情報共
有やスキルアップなどを目的として研修等
を実施。また、特定分野に精通した職員の
育成に配慮した人事異動を実施

職員課

8 ワーク・ライフ・バランス実現の推
進

「特定事業主行動計画」の着実な推進を図り、職員が子ども
を出産、育児しやすい環境を整え働き方を見直す。

時間外勤務縮減
と休暇取得促進
の取組

毎年度、時間外
勤務縮減の方法
及び目標時間数
を設定し業務を遂
行する。

令和元年東日本台風災害や新型コロナウ
イルス感染症対応のため、長時間時間外
勤務者数はほぼ横ばい。（４～９月前年比
延べ人数：45時間以上勤務者△３人）。
休暇に関しては、特定事業主行動計画に
おいて、平均年次休暇取得日数が10日未
満の所属の取得率向上を明記し、取得促
進に取り組んでいる。
働き方改革促進及び新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、時差出勤及びテレ
ワークを試行中であり、テレワークPC（貸出
PC)の導入や画面転送式テレワーク
（CACHATTO）の導入によりテレワーク可
能な環境が整備された。

職員課

課題・対応方針

地域課題や市民ニーズ等の行政課題解決に向けて、
効率的、効果的に対応することができるよう、適時組織
機構の見直しを行う。

人事交流の推進、人材育成の効果を計りつつ、省庁、
民間団体等への派遣を検討する。

職員数の世代間の均衡を図るため、計画的な社会人
採用に努める。また、事務処理ミスの観点からも専門分
野に精通した職員を育成することを視野に入れた人事
異動を行っていく。

時間外勤務の縮減に向け業務量の平準化・削減に全
庁的に取り組むとともに、定期人事異動を分散する等
の取組を進める。ワークライフバランスを促進するととも
に、育児中の職員の勤務条件向上について検討を進
め、職員が一層活躍できる環境を整える。また、男性
職員の育児休業取得についても促進させていく。
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３　持続可能な財政基盤の確立

　（１）歳入確保への取組

　　　３　市有財産を活用した収入確保 Ａ：目標どおり、Ｂ：概ね順調、Ｃ：努力を要する、－：その他

名称 担当課 計画の概要 計画の工程 H30 H31（R1) R2 R3 R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項 R3年度の評価 評価の理由及び課題

廃車消防車両等の売却方法の検討 警防課

消防車両等については、緊急走行するための
赤色回転灯、サイレン、無線機など様々な装
置が設置されており、売却時には法令上取り
外す必要がある。このため、取り外しが必要
な装置類の確認や処分費の検討を行うととも
に、高額落札となるよう車両付属品等の検討
を行う。

令和２年度中に売却を
実施する。

消防団軽積載車２台、普通積載車１台を
オークションに出品、落札された。
オークション出品前に、新車購入費用に含
めた抹消登録（一時）手続きを業者に依
頼。赤色回転灯、サイレンの撤去、車両の
消防局名表示の消去など必要事項は管財課
に一任した。

令和２年度
（完了）

総務部管財課長
通知「自主財源
確保について」
に基づき積極的
に協力する

・取外し費用が高額となる消防車、救
急車については、消防庁から国際協力
事業として外国への消防車両の寄贈依
頼があり、国際貢献の観点から可能な
限り対応する。
・オークションは、新車が納入された
のち旧車両の売却申込みを行うが、新
車納入が３月となり、同時期にオーク
ションの申込み受付がされていないた
め、翌年度受付となる（申込み４月か
ら２月まで）

Ａ

・廃車消防車両等の売却に当たって
は、令和３年度にオークションで３台
を売却することができた。（総額
902,500円）

　　　４　利用者負担適正化の推進 Ａ：目標どおり、Ｂ：概ね順調、Ｃ：努力を要する、－：その他

名称 担当課 取組の概要 計画の工程 H30 H31（R1) R2 R3 R4 具体的な内容 検討終了（予定）時期 今後のスケジュール スケジュール特記事項 R３年度の評価 評価の理由及び課題

松代文化ホールの使用料見直しの検討文化芸術課

老朽化が進む設備の改修・更新を進め、コス
トを算出するとともに、類似施設の使用料を
比較検証した上で、使用料の見直しを検討す
る。

予定している大規模改
修・更新工事を実施す
るとともに、他の設備
の更新計画を策定した
上で使用料見直しの可
否を判断する。

本年度の調光設備工事の完了に併せ、施設
利用状況の推移や類似施設の利用料金、利
用者の利便性、維持管理経費の状況などを
検証したうえ、文化芸術振興審議会におい
て協議し、利用料金の見直しは当面行わな
い旨を決定した。

令和2年度
（完了）

働く女性の家の講座受講料の見直し
人権・男女
共同参画課

施設の利用状況、収支状況等の把握・検討、
類似施設であり同種のサービスを行っている
勤労青少年ホームを所管する商工労働課雇用
促進室と調整等を行いながら、受講料見直し
の方針を検討する。

平成30年度に消費増税
に伴う見直し内容を決
定。また、個別施設計
画策定に伴い、今後の
施設のあり方の検討を
踏まえ、令和３年12月
までに受講料の見直し
内容を決定

近隣で同種の講座を実施している勤労者女
性会館しなのき及び商工労働課雇用促進室
所管施設（南部勤労青少年ホーム）との施
設集約化作業を進める中で、働く女性の家
（柳町・南部）は廃止に向けて調整してい
たことから、講座受講料は据え置きとし
た。

令和３年度
（完了）

Ａ
令和4年4月1日の施設廃止に向け、設
置条例等の整備を行った。

老人憩の家の利用者負担の見直し
高齢者活躍
支援課

市民負担の公平性を確保するなどの観点か
ら、利用料金及びその割引等の内容につい
て、平成31年度までに見直しを行う。

令和３年度までに利用
者負担額の見直しを行
う。

利用者負担の見直しについて分科会におい
て審議を進め、審議会の答申を得た。
また、市議会に諮り利用料金改正のための
関連条例の改正を行った。

令和３年度
（完了）

令和3年7月1日
新料金適用

Ａ
市の基準に従い、入浴コストに応じた
一般利用者の適正な利用料金について
審議会答申を踏まえて庁内決定した。

勤労青少年ホーム、中高年齢労働者
福祉センターの講座受講料の見直し

商工労働課

施設の利用状況、収支状況等の把握・検討、
類似施設であり同種のサービスを行っている
「働く女性の家」を所管する人権・男女共同
参画課と調整を行いながら、受講料見直しの
方針を検討する。

平成30年度に消費増税
に伴う見直し内容を決
定。また、個別施設計
画策定に伴い、今後の
施設のあり方の検討を
踏まえ、令和３年12月
までに受講料の見直し
内容を決定

勤労者福祉施設再編の方針（案）をR3.7
に公表し、利用者及び市民アンケートの実
施などを経て、令和４年１月に勤労者福祉
施設再編の方針を決定した。
勤労青少年ホーム等を廃止し、（仮称）勤
労者活躍支援センターへと集約・統合を目
指す。

令和３年度
（完了）

－

公民館の利用者負担のあり方の検討
家庭・地域
学びの課

施設規模等を勘案し、施設使用料の有料化及
び減免対象者等を具体的に検討していく。ま
た、職員が常駐していない分館の使用料の取
り扱い、午前・午後・夜間の時間割や料金の
見直しも併せて検討していく。

有料化を検討し、令和
4年度に一定の方向性
を示すように進める。

公民館を取り巻く環境の変化を踏まえなが
ら、指定管理者制度、公民館の交流セン
ター化を含め、有料化の時期と適正な負担
額について第六次大綱から引き続き検討を
行った。

Ｒ4検討結
果につい
て、一定の
方向性を示
す予定

引き続き「公民
館のあり方（交
流センター
化）」を検討す
る中で、公民館
の利用者負担の
あり方について
検討していく。

C

・公民館から移行した交流センターの
有料利用状況等の把握を行った。
・利用者負担については、類似施設と
の整合を図るとともに、交流センター
における利用の幅を広げる方向性につ
いて検討が必要。

検討 実施

検討 周知

検討
方向性の提

示

検討 周知

検討 周知

検討 周知

検討 周知

大規模改修・更新工事

料金改定時

期・内容判

検討
負担額決

定

R2 完了

R2 完了

R3 完了

R3 完了

R3 完了
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松代藩文化施設入場料の見直し 文化財課

競合する他市町村・民間施設との比較と、施
設改修費（保存修理・展示工事）・維持管理
費等のコスト計算により、入場料に関する料
金体系の検討と改定案の作成を進める。庁議
や政策説明会等を通して庁内・議会等への料
金改定案の説明と決定を進め、条例改正議案
の提出と議決を経て、市内外の住民と観光事
業者への周知を図ったうえで施行する。

平成31年度までに入場
料を改定し、令和2年
度から施行する。

平成31年度までに文武学校の保存整備事
業を行い、新たに体験型展示を導入するこ
とを計画している。設備の運用や人件費な
ど経費の増額が見込まれるとともに、他の
有料施設においても、経費に見合った収入
を検討し、一斉に改定する。

平成31年度
前期に具体
案を検討
し、条例改
正を9月議
会で議決を
得る。

12月議会にお
いて、条例改正
が議決された。
今後、令和２年
７月１日の施行
に向け、各方面
へ周知を行う。

完了検討 周知

R1 完了


